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は
じ
め
に

　
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
が
、
さ
る
６
月
１
２
日
に
成
立
、

１
８
日
公
布
さ
れ
、
９
月
１
５
日
に
施
行
さ

れ
ま
し
た
。
本
号
で
は
、
今
回
の
法
改
正
の

柱
の
一
つ
で
あ
る
農
業
生
産
法
人
に
よ
る
多

様
な
経
営
展
開
の
概
要
等
に
つ
い
て
説
明
し

ま
す
。

　
今
回
の
措
置
は
、
分
社
化
、
の
れ
ん
分
け
、

共
同
法
人
の
設
立
、
加
工
・
販
売
分
野
へ
の

進
出
な
ど
、
農
業
生
産
法
人
の
多
様
な
経
営

展
開
が
容
易
と
な
る
よ
う
、
認
定
農
業
者
で

あ
る
農
業
生
産
法
人
の
構
成
員
要
件
に
つ
い

て
、
農
業
経
営
改
善
計
画
の
認
定
期
間
中
の

特
例
措
置
を
設
け
る
と
い
う
も
の
で
す
。

●
概
要

  

現
行
は
、
農
地
提
供
者
、
常
時
従
事
者
、
地
方

公
共
団
体
、
農
協
、
農
地
保
有
合
理
化
法
人
以
外

の
構
成
員
の
議
決
権
は
、
総
議
決
権
の
４
分
の
１

以
下
、
一
構
成
員
当
た
り
で
は
１
０
分
の
１
以
下

と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
農
業
経
営
改
善
計
画
の
認

定
を
受
け
た
農
業
生
産
法
人
に
つ
い
て
は
、
そ
の

認
定
期
間
（
５
年
）
に
限
り
、
関
連
事
業
者
等
（
法

人
か
ら
物
資
の
供
給
等
を
受
け
る
者
又
は
法
人
の

事
業
の
円
滑
化
に
寄
与
す
る
者
）
が
行
う
出
資
に

係
る
議
決
権
制
限
が
緩
和
さ
れ
ま
し
た
。
な
お
、

当
該
関
連
事
業
者
等
が
農
業
関
係
者
以
外
の
も
の

で
あ
る
場
合
に
は
、
全
体
の
２
分
の
１
未
満
の
範

囲
内
で
出
資
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

●
具
体
的
な
手
順
及
び
認
定
基
準

　
例
え
ば
、
農
業
生
産
法
人
の
方
（
以
下
「
親
法

人
」
と
い
う
。
）
が
、
分
社
化
な
ど
を
計
画
し
、

新
た
に
農
業
生
産
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
場

合
、①

ま
ず
、
新
た
に
設
立
す
る
農
業
生
産
法
人
は
、

農
業
経
営
改
善
計
画
を
作
成
し
、
そ
の
計
画

事
項
の
一
つ
と
し
て
、
親
法
人
の
名
称
、
出

資
の
額
及
び
比
率
を
記
載
す
る
こ
と
が
必
要

で
す
。

　
こ
の
場
合
、
出
資
を
す
る
者
（
親
法
人
）
が

関
連
事
業
者
等
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

を
添
付
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

②
次
に
、
新
た
に
設
立
す
る
農
業
生
産
法
人
は
、

①
で
作
成
し
た
農
業
経
営
改
善
計
画
を
市
町

村
に
提
出
し
て
、
当
該
農
業
経
営
改
善
計
画

の
認
定
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

③
な
お
、
市
町
村
は
、
認
定
基
準
の
一
つ
で
あ

る
「
当
該
出
資
が
農
業
生
産
法
人
の
経
営
の

安
定
性
の
確
保
に
支
障
を
生
じ
る
お
そ
れ
が

な
い
こ
と
」
を
確
保
す
る
た
め
、
関
連
事
業

者
等
（
農
業
生
産
法
人
を
除
く
。
）
が
法
人

で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
人
の
定
款
又
は

寄
付
行
為
の
写
し
、
株
式
名
簿
又
は
社
員
名

簿
の
写
し
及
び
財
務
諸
表
等
を
提
出
さ
せ
、

審
査
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　●
違
反
し
た
場
合
の
措
置

    

今
回
の
措
置
は
、
関
連
事
業
者
等
が
所
定
の
期

間
（
５
年
間
）
で
認
定
農
業
者
た
る
農
業
生
産
法

人
の
農
業
経
営
改
善
に
対
し
て
一
定
の
寄
与
を
行

う
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
経
営
改
善
措
置

が
不
十
分
で
あ
る
場
合
な
ど
は
、
市
町
村
は
農
業

経
営
改
善
計
画
の
取
り
消
し
を
行
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
ま
た
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
農
業
生
産
法
人
の

要
件
を
欠
く
こ
と
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま

す
の
で
、
十
分
な
注
意
が
必
要
で
す
。

＊
＊
＊

　
今
回
の
法
改
正
は
当
協
会
会
員
の
意
見
を
反
映

し
た
形
と
な
っ
て
い
ま
す
。
既
に
分
社
化
や
の
れ

ん
分
け
な
ど
の
事
例
の
あ
る
会
員
も
少
な
く
な
い

と
思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
う
し
た
措
置
を
よ
り
積
極

的
に
活
用
さ
れ
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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【ご質問をお寄せください】会員の皆さまの日頃のお悩みや疑問に、税務・労務・マーケティングなど専門家の先生が経営塾の紙面上でお答えします（秘密は厳守します）。FAX・メールでのご質問お待ちしています。

　姉崎洋子（あねざきようこ）と申し
ます。
　勤務して一ヶ月が経ち、事務所にも
仕事にも少しずつ慣れてきました。
　大学時代、パキスタンの農業に興味
を持ったことをきっかけに現地の農民
と交流したいと思い、パキスタンに7
ヶ月半の語学留学に行ったことがあり
ます。
　帰国後は、NHKの海外向けラジオ放
送「RADIO　JAPAN」でパキスタン向
け放送の制作補助をしていました。そ
れと並行して、飲食店の経理部にも勤
務していました。
　自然と今まで就いた仕事は飲食関連
が多く、今回も農業という、‘食’の
仕事に就くことになり、‘食’と縁が
あるとつくづく思っています。
　経理という仕事柄、事務所に居るこ
とが多いかと思いますが、今後みなさ
んとお会いできる日を楽しみにしてい
ます。よろしくお願いいたします。

日本農業法人協会に新しく加わっ
た新しいスタッフ・姉崎より、み
なさんへのご挨拶です。

「農業経営基盤強化法」
の一部改正について
　　　　

従来の議決権要件

出資を含む農業経営改善計画の
認定を受けた法人による

新たな議決権要件

□関連事業者で農業関係者以外：

　出資を行なわない関連事業者も

　含めて総議決権の１／２未満

□農業関係者：

　制限なし

□一構成員あたり１／１０以下の

　要件は不適用

□農地提供者、常時従事者、地方

　公共団体、農協、農地保有合理

　化法人以外の構成員：

　総議決権の１／　４以下

□一構成員は１／１０以下


